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き
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学
に
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…
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員
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…

、
請

〇

〇
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北
一

の
手
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を
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事
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当
任
手

人
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規
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に
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当

訓

…
に
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員
る

則
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す
る

の
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…
関
る
関
す

会
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す
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〇

〇

〇
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員
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…
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学
…
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学
…
に
へ
る

の
…
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北
事

校
…
関
の
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…
る
海
委
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員
学
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会
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校

規

日

歯

則
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－
及び
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布公 則規た

師剤薬校学

れさ

学
の

学
求
の
…
級
学
る
別

の
の
校
指

校
の
適
…
別
校

範
…
指
指
の
定

歯
手
用
…

医
に
囲
…
定
定
指
の

科
続

の
部

及
必
に
…
の
の
定
一

び
要
関
…
一
一

道

学
な
す
…
部
部
一
改

人

校
審
る
…
改
改
部
正

事

薬
査
規
…
正
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改
…
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剤
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…
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に
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会

の
書
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…
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限
…

…
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権
…
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一
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…
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…

…
の
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一

一
…

… …
一
を
一
部
道

…
部
改
部
を

を
…

人

…
を
正
を
改

事
…

事

…
改
す
改
正

務
…

委

…
正
る
正
す

局
…

員

…
す
規
す
る

長
…

会

…
る
則
る
規

に
…

事

…
規
…
規
則

委
…

務

…
則
…
則
…

任
…

局

校
…
限
職
会

学
…
権
道
員

科
…
一
等
認

歯
…
の
員
承

医
…
部
の
等

目

び
…
任
遣
廃

及
…
を
派
の

道

学
…
命
等
止

人

校
…
権
に
・

事

薬
…
者
関
合

委

剤
…
に
す
理

員

師
…
委
る
化

会

の
…
任
規
の

規

査審の償補害災務公の

北

まらあの し

に求請の

公
そ
づ
…
…
…
…
…

示

…
…

務
の
く
…
…
…
…
…

…
…
…
…

災
他
給
…
…
…

表
…
…
…
…
…

害
の
料
…

償
面
の
…
…
…
…
…

補
書

…
…

の
の
適
…
…
…
…
…

…
…
…
…

審
様
用
…
…
…

囲
…
…
…
…
…

査
式
範
…

請
指
指
…
…
…
…
…

の
の

…
…

求
定
定
…
…
…
…
…

…
…
…
…

に
…
等
…
…
…

…
…
…
…

す
…

関
…
の
…

…

長

…
…
…
…
…

る
…

訓

…
…
…
…
…

規
…

令

…

に
…

…
…
…
…
…

則
…

…
…
…
…

基
…

…
…
…
…

く
…

…
…
…
…
…

づ
…

…

…
…
…

事
…

…
…
…
…
…

…

…
…
…
…
…

務
…

…
…

…
…

専
…

…
…
…
…
…

の

…
…
…
…
…

決
…

…
…
…

す
則
た

…
…
…
…
…

規
…

公
…

則

災
…
規
一
の

務
…
る
の
め

次

補
…
の
を
係

害
…
則
部
関

の
…
部
正
事

償
…
一
改
人

査
…
改
る
員

審
…
を
す
委

請
…
す
則
規

の
…
正
規
会

求
…
る
…
則

刷印

関
…
則
…
整

に
…
規
…
の

富

発

電

行

話

北

海

す関 る

道

な

関

１

２

公

体
容
遣
）

趣
公
団
内
派
係

体

人
追

団

法
を

先
。

旨
益

す
…
一
…
…
…
…
…

等
加

る
…
部
…
…
…
…
…

◇

事

２

３

公

委

則

こ

益

員

任
を
内
採
と
施
こ
法

会

命
制
容
用
と
行
の
人

規

権
定

に
し
期
規
等

則

者
す

係
た
日
則
へ

…
…
…
…

程
…

に
る

る

は

…
…
…
…
…

の
…

…

１

◇

海

３

職

道
趣

員

人
旨

を

が
施
こ
の

事

届
こ
定
行
の
任

委

け
の
め
期
規
用

員

出
規
る
日
則
に

す
…
…
…
備

な
則
こ

は

プ士

る
…
…
…
等

ペ

リ

ー

トン

ジ こ
審
審
第
審
３
審

い

条

第
請

査
と
査
査
２
査
項
査

審

求
係
求

の
と
請
請
項
請
関

請
し
求
求
関

総

内

務
－

－

部
海

線

法制

－

道

－
文書課

）

）
づ
審
容

公
基
の
内

に
償
２

の
公
請

校
、
の

学
き
査

立

報

の
る
へ
す

に 人

道
、

法

海
め

団

北
た

社

則

道

等
規

海

員
の

北

職
こ

等
定

研

遣
制

合

派
を

総

の に
す

究

の

お
こ

選
別

、

－
北

３

い
と

考
表

公
海

）

て
と

の
第

布
道

新
し

実
２

の
職

た
た

施
関

日
員

な
。

の
係

か
等

職

権
）

ら
の

を

限
。

施
派

発

を

行
遣

令

任

す
等

す

命

る
に

る

権

こ
関

会

こ

者

と

関

規

け
に
と

、
す

則

れ
定
と

公
る

６

ば
め
し

布
権

－

な
る
た

の
限

ら
も

日
の

な
の
第

か

）
一

い
を
３

ら
部

こ
除
条

施
を

と
く
関

行
任

と
ほ
係

す
命

し
か
）

る
権

た
、
。

こ
者

審

と

。
の

求
た
書
書
係
書
）
書

は

に
に
）
に

審

、

載

、
第
記
は
。
は

記 項

査
条
し
査

必

事

審
２
載

１
け
請

と

に

請
第
な
の

要

を

め

更

書
項
れ
求

認

変

求

生

副
係
な
す

る

を

正
関
ば

。
な
者

料

じ

各
）
ら
る

資

に

学
立
求

通

い
が

を

た

１

学
必

、
の
し

医
校
関

校
学

科
、
事

歯
医
な

校
校
要

学

め

び
歯
定

及
校
を

医
学
項

こ

査

関
る

調

校
医
る

学
科

則
し

を

規
と

」

る
と

会

す ら

る

め

す

定
。

加

に
た

追

号

た

と

れ

こ

外

派

と

第

遣

し

先

た

す

と

に

と
る

に

委

し
規

伴

任

た
則

い

す

。
の

、

る

一

所

職

部

要

に

を

の

改

改

管

正

正

理

す

を

栄

る

行

養

規

う

士

則

た

」

に

第
査

と
委

２
の

し
任

条
請

た
す

第
求

。
る

４
に

規

項
関

則

関
し

の

係
必

一

）
要

部

。
な

を

事

改

項

正

は

す

項
名

付

合

を

事
記

添

場

、

定
な

る

は

事

を
し

す

に

人

た
れ

と

請

員

め
け

こ

、

委 に

ば

が

求

会 出

２
ら

き

は

提

第
な

で

者

て

第
い

こ

人

し

条
な

る

、

な

項
と

と

委

し

２
こ

と

事

び
め

薬
及
た

け

関
と

し

員

公
薬
の

の
校
こ

師
学
、

剤

制

害
の
を

災
師
則

務
剤
規

の
る

に
上
す

償
務
定

補
公

団

る
害
と

す
災
こ

関

体

別

号

た

１

新

第

に

表

め

を

人

の

す

道

こ

加

海

、

追

北

規

る

る

人

規

事

則

員委 会

北

ば

）
た

に

れ

係
し

た

会

な

。

第

そ

な

２

条

旨

ら

第

２

の

。

の
す
た

律
対
し

法
に
と

定
補
規
る

布公 則規たれさ まらあの し



１
◇

３

給

趣
新

料

旨
た

の
施
こ
の

に

一
第
個
行
の
調

給

般
２
別
期
規
整

料

職
条
承
日
則
額

の

の
第
認

は
に

調

任
２
を

、
関

期
項
廃

公

一

般
定

の
関
外
部
派
第
一
特

期
条
職
の

決
係
国
改
遣
３

。
地

間
関
の
号

定
）
の
正

）
期
に

つ

方

中
係
任
俸

に い

公

に

こ
通
通
と
初

た

る

こ

ア

イ

と
勤
勤
と
任
級

行
５
職

と
手
手
し
給
別
第
政

昇
格
条
給

し
当
当
た
、
資

た
に
の
関
特
第
格
基
関
料

１

２

命
制

に

趣
給
権
定
内

関

旨
与
者
す
容
給
期

す

関
が
る

与
末

る

係
主
こ

の
、

規

の
体
と

支
勤

則

諸
的
と

給
勉

北

手
、
し

に
手

◇

３

与給

施
こ
に

平

行
の
関

成

期
規
す

日
則
る

年

は
人

４

、
事

月

公

１

整

す

額

付
に
止

布
る

を

職
定
す

の
規

措

員
め
る

日
則

置

の
る
こ

か
の

す

採
任
と

ら
一

る

用
期
と

施
部

職

等
付
し

行
を

及

に
職
た

す
改

関
員

る

び

正

当

す
に
第

こ
す

該

る
つ
７

と
る

職

規
い
条

と
規

て

共

お
。
付
決

則
て
関

し

原

体

る

究
す

、

団

け

研
定

と

機

与

の
場

則

の

給

員
る

て

等

支

用
の

し

関

の

採
合

別

派

割

に
別

個

に

給

等
個

認

さ

の

す
認

承

遣

合

関
承

廃

る

更

規
廃

を

れ

変

る
を

、
準
係
表

第
す
別
る
料
条
昇
表
）
９

等

以

条
規
金
関
給
の
。
級

の
則
の
係
基
規

等

３
の
支
）
の
正

上

係
部
に

準
の

の

関
一
給
。

す

関
験

務

）
改
関

に
試

職

基

る
欄

級

る

す
」

の

。
正

関
当

を

則
適

び

準

規
の

及

道

の
動
。

す
の

海

続
機
た

事

部
な

規
時

人

一
的

る
一

員

つ
務

の
止

委

に
業

則
差

規

て
理

部
分

会

い
管

一
処

７

人
行

正
係

則

、
を

改
に

委
こ

協

－

事
う

る

員
と

議

委

布
員

日

の
会

日
承

火

か
認

曜

ら
等

日

施
の

）

行
廃

す
止

る
・

こ
合

と
理

と
化

に

し

則

一
試
）

。

適

の
、
係

た

る

改
採

海

す

部
験
。

北

用 数

相

事

整

者

人

調

正
用

道 規

め

し

会

定

と

員

を

当

委

扱

－

め

り

７

た

取

則

る

て

す

海

係

の
す

止

北

に

則
止

こ

職

個

部
こ

る

道

る

一
る

と

等

承

正
と

と

員

別

改
と

遇

廃

た

処

を

た

し

の

認

し

に

す

４

第

等

止

第

と

係

、

す

こ

関

条

関

る

条

め

一
に

事

定

の
用

人
第

る

個

等

原

改
る

流

、

部
係

交

認

る

し

承

よ

と

別

に

則

正

承

止

者

別

廃

用

個

を

採

て

を

廃

こ

給

を

る

の

認

す

等

し

事
き

止

の
で

廃

）

会
が に

事

承
う

人

の
よ

、

前
る

議
た

会

協
る

員

、
す

委

認

知

廃
こ

通

を
、

の

等
め

へ

止
の

の

た
た

。
員委事人係関のめ

北

の則規会

、

う

こ

場合

）

の

２

３

こ

関

北
と
内
宿
係
施
こ

海
と
容
日
）
行
の

道
し

直
。
期
規

執
た

手

日
則

規

と

）
務
。

当

は

等

の

た

条

則

し

。 １
◇

２

３

宿

趣

い
３

日

旨

内
職
る
項
施
こ
直

容
員
額
関
行
の
手

の
に
係
期
規
当

住
つ
）
日
則
に

す

と

月

止

と

料

居
い
。

は

る

し

額

１
◇

た

３

単

趣
職
め

に
こ

身

旨
員
、

係
と
施
こ
赴

の
こ

る
と
行
の
任

単
の

平
し
期
規
手

身
規

均
た
日
則
当

を

め

、
則

改

し
規

に
１

は

任

１

２

◇

３

通

趣
通
内
回

当

勤

旨
勤
容
数

該
施
こ
手

手

券

職
行
の
当

当

等

に
期
規
に

認

を

適
日
則
関

用

は

海

等備整

道

規
２

公

定

職

制

部

を
容
務

則
内
総

す

員

時

の

、

間

額

公

規

が

布

則

割

の

の

増

日

改

さ

か

正

れ

ら

に

る

施

併

日

行

せ

に

す

て

係

る

、

る

こ

所

規

と

関

と
て

、
す

配
、

公
る

偶
そ

布
規

者
の

の
則

の
区

日
の

住
分

か
一

居
の

ら
部

と
一

施
を

の
部

行
改

間
を

す
正

の
細

る
す

交
分

こ
る

通
化

と

赴
則

に

任
を

箇
別

、
関

の
制

月
記

公
す

実
定

当
第

布
る

態
す

た
２

の
規

等
る

り
号

日
則

に
こ

の
様

か
の

か
と

通
式

ら
一

ん
と

勤
関

施
部

が
し

所
係

行
を

み
た

要
）

す
改

、
。

回
。

る
正

単

数

こ
す

定

使
及

と

す

簿

用

す

、
る

の

し

る

公
規

様

て

調

布
則

式

交

整

の
の

を

通

数

日
一

改

機

を

か
部

正

関

２

ら
を

す

等

と

施
改

る

を

す

行
正

こ

利

る

す
す

と

用

こ

る
る

と

す

と

こ
規

と

と

報

し

勤

と

に

と

課

こ

生

る

厚 線射放療診る

。

す

た

務

要

定

と

の

の

し

改

整

た

正

備

。

を

を

行

行

う

う

た

こ

め

と

、

と

こ

し

の

た

規則

第

規

距
し

と
則

の
額

た

離
、

し

に
き

道

分
引

海

区
を

。
北 員

て
る

委

じ
げ

事

応
上

人

し

則

す
と

規

算
と

会

加
こ

身

こ
た

７

る

る

赴

び

と
規

任

そ

し
則

算

。

手

の

た

算

を

道

加

式

海

の

出

北

当

員

改

す

委

を

載

事

額

記

人

新

則

る

を

規

す

欄

会

定

る

す

る

則

た

し

る

区

し

と た
北

た

間 る

表

道

、

あ

別

。
海

め

が

委

規

替

１

事

の

交

第

人

こ

務

）

会

を

勤

係

員

則

制

関

事

７

す

従

則

定

に

。

規

制

調の料給に者術技

－

る

額整

号

を

外

措

第

す置

を

３

制

条

定

第

す

２

る

項

と

－

と
第
さ
４
て
第
れ
条

）

と

に

－

と

た

７

こ

設

す

ける

）

る

こ

す

と

る

。た

等

し

員

）

と

職

るこ

号

、しとと



第

定

４

３

員

め
条

審
会
補

附

平

査
に
則

る

成

請
そ
）
こ
。
則

求
の

の

年

書
旨

規

４

の
を

則

月

記
届

に

１

３
載
け

定

災
代
請
含
災
審
審
査

を

審
の
求

害
理
求
む
害
査
査
請

対
請
請
書

を
人
者
。
に
の

選
文

す
求
求
に

受
を
が
）

年
、

た
任
書

る
の
の
は

け

２

者
し
の

補
趣

第

提

う

２

立
対

出
審
。

条

校
る
査

し
査
）
請

学
す
審

記
者

の
補
の
法
て
請
が
求

な
書
名
の

学
償
請
第
し
求

）
条
け
に
し
氏

校
の
求
５

、

、
査

第
れ
は
な
名

医
審
学
の

１
ば
、
け

北

第

る

海

１条

趣

道

公
規
旨

法

平

人

立
則
）
こ
律

成

事

学

の

委

校

規
昭

年

員

の

則
和

４

会

月

学

は

規

校

、
年

１

則

校
公

学
に

立
こ

公
こを

日

、医
。

校
る

学
す

の
布

日

項
な

る

事
出

め

火

に
け

も

曜

変
れ

の

日

更
ば

を

）

か

じ
な

ほ

生
ら

く

を
な

除 の

に

査

合

審

場
。

、

た
い

日
要

の
た
送

償
旨
月
必

は

き
を

関
び

と

氏
と
達

に
及

る
由

め

、
は
受

す
理

認

名

局

資

年
そ
る

当

る

生
、
け

措

を

日
者
き

の

料

月
の
べ 、

付

住
氏
所

置

添

、
の
場

れ
住

び

便

る

並

郵

す

所
名

の
ら
に
ば
所

校
請

項
な
次

び

科
に

規
な
掲
な
及

歯
求

。
る
な
請

医
関

定
い
げ
ら

者

び
必

よ

事
い
求

及
し

に

校
な

審

を

と

学
要

る

項
。

剤
項

の

載

害

薬
事

査

記

災

の
定

求

、

受

師
を

請

し

を

医

公
法

公
め

は

審

け

律

、

立

－

学

学
第

校

校
下

医

校
以

科

学
。

歯

の
号

び

、

及

医

北

薬

歯
と

校

校
」

学

学
法

歯校学

海

剤

科
い

道

医科

人

び及

事

校学

委

剤薬

員

者

関

求

に

請

求

、

請

の師

か

事

や

な

速

要

、

必

は

し

に

項

北

番

こ
で

事

面

人

書

、

、

は

発

び

で

害

及

が

災

号

と

に

号

時

番

。

当

話

る

生

電

き

所の び

ミ

及

シ

校

ク

学

ァ

属

フ

上
も

審

の

者

務
る

、

査

た

災
と

請

求

の

の
の

査

請

と

る

書

す

柄

害
す

求

を

続 関

下

副

者

は

以
。

正

る

又

各

」

を

害

通

下

災

１

以

係

道

師

医
う

い

事

求

と

人

請

学
第

事

公

び
）

人

の

及
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会

害

薬
条

員

災

校
５

委

務

の
項

員

償

師
１

委

補

剤
第 定

杉

査

務
規

審

公
の

長

の 求

補
基

本

請

害
に

の

災

会

災務公

規

補害

則

関に求請の査審の償

海

委

が

事

会

人

員

、

委

道

北

す

海

る

道

規
平

公

給
に

人

与
関

則
成

事

を

に
す

委

関
る

こ
年

員

す
規

こ
４

会

こ

給

部号番の

職

リ

に
月

規

に

益
次

表

の

与

公
を

別

附

益
人
よ

１

則

関

公
法
の

第

は

す

則

人
へ
に

、

る

法
等
う

中

」

う

委

者

等
の
改

社

公

人

に

に

い

）

会

と

。

員

北

る

海

こ

公
。

道

の

益

平

人

規

法

成

事

附

則

人

委

は

等

年

員

則

、

へ

４

会

関

に
き

堅

に

償
づ

公

の

月

６

る

す
公

治

す

関
、

北

職
）
別

海

の
表

道

職

一
第
管

員

平

人

員

部
２
理

の

成

事

任
の

を
の
栄

委

任

次
２
養

用

年

員

用

の
の
士

に

４

会

す

こ

職
布公

則規るす

月

は

用

則

任
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規

の
る

の

員

公

関

、

に

報

る
則

規

人

公
１

則

事

布
日

７

委

す

－

員
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会

団

布

事

・止廃の等認承

員

の
海
す

法
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委
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正
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北

か

会

北
道
る

人

日

等

道
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認

道
員

海
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承

海
派

費

す

の

員
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行

等
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等

協
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止
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遣
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る

廃

等

理

等
関

」

合

遣
に
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・

派 に
す

を

規

布

北
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則
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日

道

－

か

職

３

る

遣

す

派

行

の

施

等

ら

員

に
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項

関
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等

規

関
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中

す

１

則

す

に
第

る
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６

権
る

改

－

限
権

正
号
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。
に

部
の

る
次

一
限

す
の

任

１
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を

の

任
部

次

を
一

る

布

す

に
権

を

者
命

号

権

部

施

一

ら

の

か

限

日

権

の

に者権

。

命

る

任

す

を

行

事

た

人
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道

化

海
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合

委

係
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関

員
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委

め

号

長

事
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杉

員

関
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化
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る
則
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す
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法
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め
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北
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関

則
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海
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係
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委
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委
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消
総
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す
会

協
究

会
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研

員

北

規
則

査

則

る
規

会
調

規

委

一

事

の
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則

道

規

海

る

長

す

員

正

委

改

会

を

員

部

え

委

北

者

加

を則

杉

規る

人

任

。

す

道

委

る

任

海

に 則

員

規
則

委

る
規

事

す
る

会

人

長

部
道

員

一
海

委

の
北

るす任委

正
委

杉

改
事
を

るす正改を部一の則規

本

規則

号

等

治

備整

堅

の

会

の

則

に

）

改

等

１

に

備

－

」

整

堅

ここ

本

。

一

る

関

の

め

る
会

本

す
員

す布

治

公に

則規

－

治

６
則
則

堅

規
規
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第

っ
の
前
を

に
を
３

５

５
級
た
う
項
適
規
す

条
人
項
別
者
ち
の
用

う
ず
定
る

第
事
と
資
の
い

、
基
ち
れ
に
こ

２
委
し
格

第
会
第
準
、
か
か
と

項
員
２
が
３
表
そ
の
か
が

第

勤

部

し

３

て
キ
が
初

を
目
第

条

の
中
条

困
ロ
困
任

次
次
２

ー
で
、

よ

第

初

難
メ
難
給
任

で

給

あ
ト
あ
昇

う

１ 中

、

る
ル
る
格

に
第
号

昇

と
以
と
、

改

上
人

さ
認

認
上
人
昇

正
条

第
め
若
事
第
れ
め
第

認

る
る

ら
し
委

の
及

条
れ
く
員
条
こ
も
条

が

又
で
び

中
る
は
会
中
と

」
通

し
を
勤
認
次
は
あ
第

な

時
め
に
そ
る

け
し
間
る
掲
の
こ
条

第

す
２

第
第
第
第
第
通

る
条

勤

。

の
の
当
通

条
条
条
条
条
手

３
４
５
６
７
に
勤

の
の
の

削
す
当

中
の
中
中
を
関
手 に

見
、
出
、

る
る

第

正
１

給

す
条

与

る

平

の

。

成

支
給与
給

年

に
の

４

関
支

月

す
給

１

号
」
項

の
試
わ
で
ず
る

及
を
を
試
者
験
ら
き

び

第
験
が
の 果
同

第
人
４
欄
有
結
、
。

と
区
る
に
欄

３
事
項
の
す

り

を
員
し
分
知
よ
の

号
委
削
会
、
の
識 験
用
規

り
の
第
定
経
採
正

に
項
の
、
さ
の

、
」
２
め

た
験

項
改
の
あ
学
れ
試

同

格

第
め
次
る
歴

第
ず

、

め
若
事
給

す
・
い れ

昇

ら
し
委
等

る
給

れ
く
員
の

。

準

）
一

等

る
は
会
基

条
か

を
勤
認
に

」
の

の

」
通
が

準

時
め
関

を
」

基 に

し
間
る
す

を

関

な
が
」
る
に
規

第
い

す

い

ず

る

で
分
改
則 一

の
か

規

通
以
め
の

条
れ

が
」
げ
利
と
第

則

勤
上
る

に
る
用
」
２

れ
な
ば
い

改
中

通
で
分
改
も
に
に
号

る
」
り
め

勤
通
以
め
の
よ

す
勤
上

同
な

る
す
で
。
を
得
、
し

こ
る
あ

ら る
各
れ

と
も
る

特
れ
条
け

と
の

急
通
号
ば

が
の
も

別

削
勤

事
し
又

行
勤
を
通

人

交

車
情
る
す

委
た
は

列
事

関

員
場

由
条

則
す

人
し
理
次
。
規

規

委

を
に

の
る

事
中 続

し
い

部
則

員
手
付
お

一

会 協
」
」

正
北

に
等
て
て

改
海 人

」

削
分

道

議
を
を
処

）
委

続
。
明

事

を
手
る
説

る
に

会

の
に

」

員

そ
」

書

日

す
規
関
則

火

の
る

曜

一
規

日

部
則

）

員委事人道
）
海
正
北
改

許
に
の

４
、
に
も
免
者
」

号
の
に
等
相
区

号
同
次
の

を
１
限
の
当
分

中

格
る
う

前
同
項
る
資
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の

第
加
）
等
と
ち

３
項
を
。

め
該

の
２
え
の
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試

い
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適
照
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れ
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対

か
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の
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条
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正

第
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北

る
あ
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の
も
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又
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る
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め

改

員
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交

に

委
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」
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情

る

規

に
事

め

会

合
通

通
照

－

る
に

７

け
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則

の
改

こ
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合
通

等
の
。
る が

定
お
情

利
善

と

の
に
事

る
に

に
こ

人

め
け
等
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が

り
に

委

基
通
照

よ
れ

事

る

会

に
距
し

通
相

員

準
勤
ら

が
通

時
す

の

照
離
て

勤
当

勤

間
る

定
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人

る

て
キ
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が
と

め
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規
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分
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一

委
項
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の
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） 次

に
る

を
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部

員
を

７則規会

」

よ

知

の

通
。

－ 一の）
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中
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規
つ
す

の次を部
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試
て
区

前
第

員
の
い
る
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」
項

な
験
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分

号
４

」
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に

て
第

会
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項
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の

に
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後
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め

改
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の
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定
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１
あ
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れ
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項
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勤
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離
て

の

距
し

）
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第
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が
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を
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削
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事
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で
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に
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の
れ
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委
」
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改

務
委
え
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第
の
め

の
員
る
務
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」
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級
格
２
承
る
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会

つ
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定
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調
を
行
め
条
さ
次
１

っ は
整

政
る
第
れ
の
項 ２

」
手
次
職
支
２
る
よ
第

を
当
の
給
給
項
報
う

第

海

る
を
に
職

４

道
第
支

換
員

正
条

）

割
遣
し
を

人
３
給
派
算
」

国
委
第
合
前
た

外
事
条

与
」
該

の
員
１
」
給
額
当

地
会
項
に

条
の

表

別

別

５
国

別
第
外

３
方

６

定

定

第
地

第

に

に

る

る

項
公

キ

め

め

公道海

第
給
。
１
３

るめ定に別

項
合

を
又

給

１
割

項
項

支

規
、

え
前

合

の
は

加
は

割

に
該

。
の

決

定
当

る
項

の

に

つ

り
新

定

に

よ
更

規

定

の
を

り

て

遣
日

よ

い

派
の

割
中
酬
に
号

、

期
派

決

は

、
表
料

貸
住
に
表
合

」
改
の
る
定

与
居
定
以

前
に
め
規

の

」

。
に

さ
手
め
外

項
、

れ
当
る

次
該

づ

な
及
支
給

の
当

基

期
割
表

に
職

く

い
び
給
料

き
末
合
の

員

支

と

規
派

割

は
手
」
適

の
の

給

の
改
を

定
遣

合

」
当
に
用

を
職

、
そ
め
受

」
の

が

に

公
則

め
に

員

方
規
中
改
」

期
、
、
月
」

共団
－
間
同

額
に

第
酬
よ

体
０
中
項
報
に
、

の
）
の

月
な
る

機
の
給
１
が
ら
あ

部
」
中
額
い
と

関
一
与
号

に
を
の

以
場
し

等

で
は
」

派
次
次
派
外
合
た

さ
よ

の
定
、
を

遣
の
に
遣

定
体

究

」

規
団

研
の
共

の

別

用
関

料
適
機

給
の
の

職

定

受
に

初

に

に

を
等

表

別

る

る
遣

給

め

め

け
派

任

定

る

表

別

に
れ

準
」
さ

基

る

の

に

改

報

遣

定

に別るめ定に別

を

か

更
と

れ

ら

を
日

さ

あ

間
し

与

め

さ
な

給

じ

新
み

た

に

一
前

支

別

る
、

の

個

れ
の

合

事

の
項

割

人

般
３

給

会

職
定

、

員

遣
規

は

委

派

れ
、
け

を
日

定
と

員
に

派

え
を

ら

場
ぞ
同
る

加
」

め

は
に
第
員

、

れ

合
れ
項
職

」
次
２

派

る

酬
日

で

を
の
号
あ

報
遣

ま

表
を
ら

」
に

間

場
に
次
か

等
」

の

め
よ
め

を
改

に

合
定
の
じ

は
る
う
人

め

お

に

遣
同

る

」
支
に
事

派
、

け

割
め
員

先
条

同

に
給
改
委

れ
う
の
日
め
月

、

れ
に
る

る
に
支
」
ら
額
あ

海
正
割

て
換
も

北
改
給
を

る
し
と

道
す
合
派
い
算
の

。
を
日
場
た
し

職
る
」
遣

に
の
」

等

加
」
合
も
た

員

、

処

、
、
あ
」
に

の

え
に

遇

っ
に

等

定
職
て
、

に

め
員
は

貸

備

定

め
北

関

る
と
、
当
与

員職

中

る

。
道

考

め

る
海

別

第

め

処

条

定

の

５

に

等

第 ３

関

第

」

に

項

等

２

る

遇

め定に別るめ定

る

号

す

る

外号

に

第

め改

再

間

議

更
り

期

協

の
よ

遣

行

日
定

は

て

の
決

中

し

新

合
る
会

の
第

号
う

以
す

変

務
項

規

給
を
。
と

勤
３

に す

、
じ

議

に
及

定

料
乗

協

得

て

し
第

る

扶
て

し

対
び

の
一
れ

す

額
し
そ
該
さ

養
い

規

を
の
額
般
な

る

」
て

則

給
を
の

定
与
月
派
場

則

掲

規

に

北

め
」
額
遣
合

る

を

改部

」

一

る

の

げ

。

号



の
い

３
４

試
て
北
北
）
第

平

験
は
海
海
の
２

成

」
、
道
道
一
条

の
な
人
人
部
中

年

区
お
事
事
を
第

４

分
従
委
委
次

月

の
前
員
員
の
号

１

表

づ
日

３

適
の
会
会
よ
か

関
号
験
等

規

の
す

」
の
の
改
き
以
正
に
の

規
る

の
基
試
正
、
後
号
職
試

定
規

区
準
験
前
同
規
の
員
験

に
則

分
に
欄
の

基
を
関
の

づ
以

適
す

則
規
と
」 区

き
下

用
る
正
第
定
な
の

条
る

１

２

さ
規
規
５
に
る

の
任
の

第
」
。

施
こ
初
こ

行
附

条

期
規
給
規

７
を

日
則
、
則

則

格
施

１
項

）
は
昇
の

第
次

昇
の

中
に

公
、
行

項
」

、

改

布

第

第

を
６

部
５

次
条

を
第
一

条

一

の
条
職
一
よ

般

次
４
般

の

の
般
よ
第
の
般
う

支
職
一

改

割
任
職
う
１
任
職
に

給

付
任
正

合
期
の
に
項
期
の

正
段
職
期
す

の
付
任
改
後

算
研
期

な
要
に
派

し
必
定

更
に
規 当

の

も
あ
り
先

い
が
よ
遣

す
認
支
務

と
と
該
勤

の
る

日

権
権
に
第

用
例
の
の
う
ら

並
に

火

び
よ
限
限
改

曜

に
る
の
の
正
号

日

改
。
一
一
す
ま

）

後

を
を
。
を

正

部
部
る
で

局

よ

規

務
務

の

の

事
事

次

に
に

に

第

長
長

う

則

局

改

条

委
委

改

及

正
改

れ
則
の
条
よ
者
分

前
正

て

試
第
る
に

改

の
前

い
以
験
２
人
対
び
る
正

規
の

る
下
」
項
事
す

則
規

者

の
第
委

の

別
則

に
改
区
２
員
改
後
後
規

表
」

対
正
分
号
会
正
承
の
則

第
と

す
後
の
の
の
定
認
規
別

２
い

る
の
適
規
に
に
を
則
表

に
う

第
規
用
」
つ
よ
得
別
第

定
。

３
則
の
と
い
る
た
表
６

め
）

条
る
第

と
、

日
等
、

者
め

の
給
際

て
条

ら
基
に

し
同

か
の
現

事
２

行
に
３

人
第

施
準
第

員
中

る
す
の

委
項

す
関
条

会

。
る
規
則
に

が
第

規
定

る
た
第

一
る

め
条

の
よ

認

の
職
。

定
究
付
す
及
員
付

究
。
第
採
員

の
員
研
る
び

等
採

礎
採
員

２
用
の

基
の

さ
等
採

後
に
用

と
用
の

項

等

を
す
に

れ
に
用

段
関
等

規
す

在
す
に

削
る
関

た
関

基
規
す

。
則
る

勤
る
関

る

手
の
規

一
則

本
則
る

の
規

合
し

。
ら
割
対

る
め
給
に

し
と
再
支

だ
る
を
て

た
れ

す
れ

次
は
定
さ

、
き
決
給

号
の
も
報

各
そ
る
る

の
、

す
額

掲
を
と
の

に
日
の
酬

１

す
す

る

第

任
任

め

げ
派

規

則
則

の

規
規

項

る
る

。

定

の
人

る

改
道

よ

部
海

に

一
北

給

正

北

に
の

会

額

員

月

委

料

）
事

２
定

級
５

規
い
て
人
方
第
に
に
め

別
条

定
う
は
事
法
員
よ
定
る

資
第

に
。
、
委
お
会
り
め
初

格
２

よ
）
な
表
従
の
選
る
任

基
項

る
別
正
第
前
承
択
級
給

準
第

改

号

後
２
の
認
さ
別
基

表
２

試
、

の
に
例
を
れ
資
準

の

の

験
第

初
定
に
得
て
格
表
準
試

欄
３

任
め
よ
た
こ
基
規
表
験

の
号

給
る
る
試
の

別

の
則
の
欄

若

、
級
。
験

を
項

改
正

」
１

部
改

し

昇

２

に
の

第

正
前 給

め
」

う
任

認
号

伴
初

と

過
、

ら
を

経 置
格

る
第

措
昇

れ
１

給

、
第

昇

に
条

）
、

」

当
一
則

部

項

等

の
部

改
北

額
正
海

）
道

月
改
北

正
海 会

委

員

事

委

人

事

）
道

人

規

則

会

規

員 則

－

が
と

額
日
。

る
遣
る

－

０

動
第

変
、

く
し

し
な

著
み

に
第
合
ら
場
か
た
項
し
１

お
３

海

つ

－

に

３

定

則

決

規

道 公

承

取

と

の

の

の

８

９

認

り

。

）

）

）

こ
用

用

る
運
う
運

運

す

扱

こ
用

験

規
く

格
資

結
の
試
の

正
は

、
格

果
施
の
規

第

昇
基

に
行
欄
正

の
４
試
給
準

基
の

る

に

承

４
５

６

７

の
の
の
の

の

の

２
３

こ

つ

認

）
）
）
）

）

）

運
運
運
て
運
る
運

と

い

す

用
用
用
用
承
用
こ
用

。
運

に

改

準

こ
に

基

下
」

の

以 の
め

初
務
初
考
初
い

こ

職

備

お

任
。
任
の
任
に
任
て

初
と
給

給
級
給
掲
給

の

０

）

等

等
に
等
げ
、
運

一

部

の

一

）
。
初
る
初
。
初
初

む

す

と
給
給

任
）
任
こ
任

任
任

初

等
。
等

等
等

給
の
給
と
給

特
の
、
で
て
ま
い
項

等
規

と き
給

任
任
で
任

初
初
が
初

、
等
る
等

給
給

報

。
知
が
知

知

と
通
と
通

通

資

免

別
き
別

歴

級
で
級

学

基
間
基

等

格
期
格

許

資
る

関

区

表
つ
表

格

準
に
準

資

第
承
第

表

係
て
係

分

関
い

通
通
認
通
と
通

２
認
３

関

知
知
知
知
す
知
。
知

通
通
第
第
第
第
る
第

第

こ 。
関

関

条
条
条
条
と
条

条

係
係
係
係

係

係

関
関
関
関

２
２

４

６

の
第
第
第

第

第

の

の

定
項
項
項

項

号

規
４

基
規
規
規

規

規

に
の
の
の

規
る
昇
用

づ
定
定
定

定

定

則

則
い
則
区
格
通

規

規
つ

の
昇
」

附

附
て
別
分
、
知

第
認
第
適
給
と

則

則
承
表

の
う

３

４
す
６
用
等
い

第

こ
キ
つ
基
。

項

項
る
の
に

第

だ

規
と
研
い
準
）

た

の

し

定
。
究
て
に

書

に

職
承
関

料
す
る
関

の

基

給
認
す
条

則
則

規
定
規

規

規
規

規

づ

第
基
第

第

第
第

則
に
則

則

づ
第

の

の
の

条
き
条

条

条
条

の
定

１
給
２

規

２
規

第
、

第
月
の

に

規
に

項
料
号

定

定

づ

に
づ

２
額
規

基

定
基

つ
に

き

基
き

号
に

昇
規
期
規

初
い
基

、

づ
、

、
」
に
第

格
則
間
則

昇
と
つ 承

３

等
う
て
第

給
い
い
条

準
第
す
の

基
）
認
項

の
。

と
に

関
条
こ
定

に
９
る
規

項
す
項

係

る
号
。
基

す
各

定

項

２
こ
規

４

第
る
の

第 定

の

基

規

ア
。
に

の

号
と

に

、

基

定

き

に

規

づ

号

づ

格

き

基

昇

づ

外

き

に

、

第

、

つ

学

基

き
に
に
に

に

に

経

い

歴

づ
づ
づ

づ

づ

、
基
基
基

基

、

、

、

料
き
き
き

き

き

給

給

額
昇
昇
昇

昇

昇

月
、
、

に
に
期

期

期

に
格
格
給

給

を

を

を

い
つ
つ
間

間

間

つ

縮

承
て
て
短

短

短

て
い
い

認
認
す

す

す

認
承
承
縮

縮

る
規
係

る
す
す
る

る

る

す

規

に

、

初
こ
則
の

定

き

表

料

給
。
運
定

基

給

任
と
の

額

準

に
基

き

月

基

用
に

づ

昇

の

い
き

必

、

表

つ
づ

、 験

期

考

職

経

給

備

て
、

要 数

を

規

下
の

年

間

の

以
務 に

に

短

定

第
級

料

任
て
づ

昇

き
給

つ

縮

に

認
、

期

給
の

給
承
き

給

、

を

月
正

規
す
昇

間

料
訂

等

つ

第
こ
期

短

額
に

則
る
給
と
間

縮

に

短

る

い
て

条
。
を

す

つ
い

す

間

承
認

お

縮

期

て
承

に

期

つ

す
る

て

る

に

認
す

い
き

規
の

づ
用

間

い

る
こ

準

定

、

則
規

額

道
づ

月

海
基

料

北
に

給

級

い

委
在

つ

事
、

に

人
き

則
と

認

規
数

承

会
年

て

員

験

て

免

し

す

年

承

許

号

格

し

る

資

と

す

の

数

認

等

て

こ

こ
員

と

間

こ
る
る
職

こ

期

つ

つ

。
と
と
及

に

に

と
こ

間

て

て

期

い

い

。
。
び

て

る

づ

の
い

い

す

基

号
つ て

承

こ

き

す

及

同

で
認

認

と

、

ま
承

す

に

て

こ
と

る

び

表

に
す

す

場

い

認

。

る

つ

承

と
。

る

７

含

認

こ

を

承

る

合

て

取

こ

－
て り

と

下
こう

以
扱

。

。



身
条
を
員

と

か
単
５
る
職

用

第
赴
関
得
に

。
運
単
ら

い
い

赴
通

５
任
係
な
つ

身
ま
当
６
職
て

任
知

号
手
第

で
に
項
員
承

手
第
当

て
が
通
用

っ
協

い
い
勤

利

は
に

。

困
勤
す

て
議
通
う
勤

当
経

手

、
応

）
第
難
手
る

で

当

当
ず

第
号
あ
規
路

に

該
る
関

適
こ

条
に
る
則
に

の
認

ら

づ

外

２の

第
を

の
調
き
住
の

）

法
手
方

整

３
得

協

、
居
地

用
に

人
当
公

手

項
て
運
議

２
め
通
応

に
の
務

当

第
定

関

号
る
知
ず

つ
運
員

に

準
認
給
る
給

並
る

て
と

す

と
与
用
め
与
こ
与

び
こ
給

例

時
。
支
す
る
支
と
条

に

の
規
び
及

間

給
る
も
給
及

勤

則
合
に
則
承
び

外

規
場

と

と

平

し
給
い

成

て

う
与
取

。

年

り

）
の

４

扱

第
支

月

給
う

１

に

に
条

関
第
又
認

号
職
る

関
関

同
す
１
は
す

第

第
規
若
務
こ

す
係

項
る

遂
。

規
３

７
則
し
の
と

る
の

の
運
は
行

則
号

号
の
く

定
に
２
住

北
規

規
用
第
上

の
を

道
に

に
つ
号
居

海
定

事
づ

り
て
規
移

人
基

よ
い

委
き

読

定
転

更

す

用
と

、
お
も
第
変

る

）
。

第
い
の
て
に
条
が

規

の

則

直

条

つ
、
生

前

若
運
い
第
じな

北

の

し
用
て 認
又
と

海

住

く
通
承
条
い

で

第
」
す
は
き

道

居

は
知 と
る
第
の

人事

あ

転

委

っ

条
い
こ 。
第
後

員

た

第
う
と
条
居

基
第
る

い
用
等

会

住

２
。

こ

て
等
で

す

又

る

は
準

つ
っ

規

第
に
の
と

承
に
あ

９

す
い
た

則

３
よ
第
。

認

号
り

こ
第
か

北

の
認
項

る
て
者

定
す
４

と
５
ら

海

規
定
第

２
き

人

に
る
号

。
の
引

道 委

づ
と
規

の
続

事

基
こ
の

、

に

定
給

員

き
。
定

規
き

を
給

務

第
を
つ
別
認
支

会

含
い
表

手

１
え
則

当

条
む
て
第
与
規

３
）
認
第
る
の

、

第
。
承

間
用

日

号
又
す
６
期
運

休

第
こ
の
に
に

勤

、
は
る
号
と
規
つ
つ

務

第

手

に
て
て

当

条
条
。
定
い
い

び

１
２

基
定

及

第
の

夜

項
第

づ
め
次

こ

条

日

す
と

第
関
に

３

火

つ

項
る

曜

い

の
規

日

て

規
則

）

づ
道
す

基
海
認

に
北
承

定

。

時
委
と

、
事
こ

き
人
る

号
基
て

員
、

み
次
に
し

員

偶

規
勤

え
に
づ
配

会
通

替

情

適
い
、
者

則
事

て
お
き

さ

務
と

－
の

用
て
職
等

７
改善

れ
運
の
同

通
行
す

第
に

る
用
遂
居

）

こ

条
い

合
知
上
る

５
つ

場

承

含
と
居
と

第
て

を
」
住

号
）

２
の

認

む
い
を
が

２

の
居

則

に

又
第

号
住

規

宅

７

準

は 勤
関

定
準

－

ず

通
条

規
に

る住

手
係

に
ず

２

づ
住

以

宅

当
第

基
る

。

、
に

つ

関
項

き
居

下

に

に

い

す
の 定

別
い

勤

て

る
規

特
つ

通

承

当

命

則
に

急
て

手

任

規

表

規

疾

基

に
料

権

の
基

行

適

７

に

き

づ
の

則

病

づ

基

い

期

、
用

－

つ

、

き

て

間

異
を

ら

計

又
け

第

あ

の

動
受

）

じ

に

部
職

条

か

算

は
る

４

人

い

の
と

５

め

つ

局
員

第

委

任

転
っ

の

事

て

移
な

号

間

２

き
る
号

の

給
と
お

勤

給
項

、
こ
に

を

て

手

支
規

与
。
い

務

与

整

規
に

減

当

給
定

簿

第
づ

し

用

理

則
基

額

運

き

な

通

の 式

の
こ

場

」

様

条
、

い

知

つ

第
ら

に

い

に

７
れ

合

と

勤
規
外
会
間

い

１
に

つ

う

休
－
、
７
務
則

日 及
下
務
以
勤
。

北

び

う
移
で

項

勤
支
間
与
夜
給

な

１
る

）
。
転
き

第
す

。

と
号
は
第
ざ
い

こ

又
）
せ

規

手
成

務

の

勤
平

こ

通

。
附

課

則

当

は

に
年

則

づ

列
認

規

公

す
月

、

関
４

る

」

か

用
き

車
す

則

者

運

の

と
つ
通

を
こ

ら

に
、

等

る

第

海
課

海

表

北
生

北

。

別

務

健

中

総

保

１

道

道

員

命

た

規

部

福

の

者

員
に

に

会

権

職
者

定

承

か

基

以
あ

北

給

海

給

道

料
平

給
料

人

料
の

の
成

事

調

前

調

の
委

調
整

各

整
年

員

整
額

号

額
４

会

て

）

て

項
準

い

。
に

に
月

認

６

認

お
る

承

第

承

に
ず

同
め
又
る
に

を
の

す

い
者

応

号
、
は
」

承

協
３
に

ず

を
同
」
に

認
第
議

め

る
条
応

る

同
条
に
改

す

め
、

」
第
ず

」

条
第
改

に

第
号
、
同

を
３
る

海

」
簿
則
令命

規
務
給

道

第

公

。
第

用
と
中

運
こ
条
る
２

通

の

日

則

の

規
日

布

る
１

知

正

す

改

行

を

施

部

ら

一

か

北
務

職

祉

則規る

。

す

る

診

麻

保道

厚

薬

海
課

員

部

部

射

締

祉

放

取

福

療

薬

健

に

取薬

者

麻

術技

薬

線

員

額
規

に
関

掲

関
１

則

関
す

げ

す
日

７

す
る

る

る

－

る
規

も

規

則

の

則

規

の

の を

一
海

か

部

の
北

ほ

一

則
事

ら

正

を
人

あ

改

部
道

、

改

員

じ

る

正
委

か

す

改

め

号
の

条

項
」
に
改

、

と
３
の
第

任
」
に

命
同

し
を
特

者

、

条

、
削
例
号

権
、
め

第

同
り
を
中

条
、
」

か
を
同
更
に

号

第
同
を
基

ら
変
条

条
削
づ

の
中

号
第
り
く

協
す
次

、
」

議
る
の

定

の

と
号

額

２
号
同
を

に
こ
１

を

中
中
条

応
」

第
基

ず
に
を

報

係

ら

関

か

条

２

８

の

第

号

第

第

２ ３

で

第

ま

は

８

又

の

項

号

に

人

こ

道

こ

海

を

北

項

を

。

委

る

会

す

員

布

委

公

事

改に

２

３

員締

杉

」

長員

規

人

則

海

る
会

め

規

北

す
７

委

こ

人

則
則

事

を

道

規

会

に

委

－

員

こ

事

の

公

員 員

一

認

す

委

の

承

布

会

）

杉

次

て

を

得

。

長

部

を

る

づ

る
つ
加

め

の

定

と
旅

て
る

協
行
号
き

」
い
え

を

議
命
中
、

に

す
令

」

改
承
。

定

る

と
に

め
認

額
同
る

つ

」
依
協
、

、
す

に

を
頼
議
）
す
と

条
」

い 」

か
簿
る
協

第
を

て

ら
及
」
議

中
つ

改

の
び
を
す

号
に

に

協
」

る

議
を
か
」

い

め

規

り

の

削
に

ら
を

第
て

、

づ

第

基

条

に

同

定

、

き 命

９

任

の

、

号

号

権

中

外

者

第

ら

特

か

の

よ

を

」

。る

３

め

治堅本

治

正改

項

堅

に

事

う

る

本

す

応
旅
の

３
任

同
第
権

第

ず
行
協
か

条
命

条

る
命
議
ら

」
令
に
の

４
者

中
」
ら

に
簿
応
協

項
か

号

の

例
改
等
ず
議

協

を

号

応

削

に

を

議

」

ず

り、



る

を

北

単
。
第

海

４
第

道

身

平

単

条

人

号

赴

成

身

第

事

と

任
赴

３

委

し

手

年

任

項

員

当

、

４

手

第

会

に

第

月

当

１

規

関

３

１

に

号

則

こ
て
規

身
平

い
る

単

１
２

の
の
作
則

赴
成

こ
附

規
規
成
の

任

則
則
さ
規

手
年

則

て
に

に
月

は
の
れ
定

当
４

す
日

公
行
い
か

関
１

、
施

□

順

路

め改に

布
の
る
か

数
を
勤

交

。

回
等
制

る

住

用
に

出

機

券
利
務

算

通

居

る
事

基

等

を
す
従

の

関

等

を

用
区
す

礎

の

使

通

名

居

交

名

氏

住

順

路

氏

礎

の

基

等

の

関

出

機

算

北

別

海

記

道

第

人

２

事

号

委

様

員

式

会

中

則規

す

号

日

関

中

７

す
る

か

－

規

ら

火

る
則

第

曜

規

キ
７

日

ロ
号

北
則

）

人
部

ー
で

道
一

メ
ま

海
の

」
号

委
改

ル
２

事
を

ト
を つ

会
す

を
ず

員
正

繰

規
る

日
、
紙
ら

規

の
際
用
わ

る

ら
に
あ
、

の

か
現
が
ず

則

行
の
場
分

部

施
こ
る
当

一

る
則
に
間

改

す
規
合
の

を る

よ
い
使

す

。
に
お
、

正 則

海

改
は
す

規

北

る
て
用

な

称

し
間
る

と

名

正
、
る

等

交

利

交
あ
員

る

て
が
職

関

関
替

機

用

機
交

通

通
る

要

均
た
所

間

平
当
勤

等

区

数

の

箇
の
回

定
回
そ

１
り

るな

称

と

名

期
数
他

月
通

そ間

等

区

関機

用

通交

利

期
数
他の

定
回

－７

り

則
規

、
メ
げ

－

ロ
下

７
則

キ ー
２
」

一

第
ル

の

項
ト

）

同
改

を

号
に

部

北

の

め

次

中
、同

よ

こ

人

前
こ
こ

を

道

項

う

キ

に

委

通
規
を

こ

事

の
の
と

布

会

手
に
げ

公

員

勤
則
妨

る

員

に
る
い

す

委

当
よ
な

杉

る
後
す
正

。

長

関
改
。

の

規
手
の
勤

本

則
通
規
の

回

１

の

券
券
別 出

の

算

式

月

の

出算

箇

額

の

券
券
別の

等

礎

賃

基

運

算

属

属

月

の

所

所

箇

額

１ 等

礎

賃

基

運

出

の

海

ト
８

正

ー
第

改

メ
中

に

ロ

す

号

道

北

宿
第

海

日
３

道

公

附

宿
直
条

人

日
手
第
則

事

直
当
２

委

手
に
項

員

当
関
中

会

づ
す
基
関

治

に
に
定
当

堅

こ

宿

ル

第

規

直
成

を

４

の

日
平

」

附

条

則

手

第
キ

キ

は

当
年

則

３

ロ
メ

メ
項

、

に
４

キ
ロ

ロ

賃運の月箇１

第

公

関
月

等賃運の月箇１

額の等

当
通
手勤通

事

提

受

額の

に
す
当
関
手
に
勤

報

に
す

規

関
る
午

則

す
規
前

７

る
則
９

－

規

時

則
北
か １

部
人
後

一
道
午

の
海
ら

会
を

正
員
」

改
委
時

を
事

ト

ト
１

布

す
１

メ
ー

ー

す

日

規

ト
ル

ル
号

の

る
日

ー 」
上

上
次

か

則

ル
以

以
の に

ら

の

施

一

に

次
ロ

す

を

め
キ
の
キ

行

部

改

正

同
メ
号
メ

る

改

、
ロ
１

を
ト
加
ト

す

号
ー
を
ー

。

項
未
る
未

規

同
ル
え
ル

る

月年

正改

事

提

受

正

賃

改

運

日

生

年

年

年

よ

発

に

出

理

実

年

年

運

日

発

月

出

理

実

年

に

月

月

正

年

改

正

賃

改

生

規る
則
す
規
関
る

年

よ

月

を
事

部
人

一
道
の
海
則
北

る
規

る
規

す
会
正
員

改
委

北

－
８

道

則
７
前

海

規
則
午 時

人事委

部

委

ら
一

会

か
の

員

分
）

号

長

後
を

員

午

外

の
零
次

第

よ

杉

時

こ

３

を

第
満
。
満

則

１

こ

号
万

に

と

円

公

し

布

、 次に次

。

の

る

号

す

同
円

月

月

箇

月

月

月

年

１る

の

平

平

正

運

改

の

日

日

日

日

年

額

年

の等

成

成

成

賃

平

箇

月

１

日

日

日

る

月

年

年

改

の

日

成

成

成

月

平

平

平

額

年

の

年

年

年

等賃

正

運

－
則
７

規
則

月

月

月

月

うよの次を部一の）

本

分
う 改
」
に

号

る

治

め
す
改
正

堅

に る

月

。るえ加を号１

。
。

日

」

日

日

日

正改日

月

月

す正改に

」

日

日

日

正改

。る



求

北

公
北
の

海

立
海
手
平

道

学
道
続
成

人

校
人
に

事

の
事
必
年

委

学
委
要
４

員

校
員
な
月

会

医
会
審
１

告

、
規
査
日

示

号

支

る

２
割
で

の

中
第
給
ま
。

こ 訓
附

は

療
第
の
を

令

医
条
合
」

則

承
加

職 料
」
」
、

公

給
号
認
え

、

表
に
を

布

料

改

の

の

３
の

号

北
）
よ
表

を
表

に
給

認
」

若

海
に
う
の

承

部

づ
改
与

す
に

し

道
一

基

は

事
を

く
正
課

る
改

く

人

を
、

第

委
改

事
す
長

」
め

員
正

務
る
の
号

会
す

の
。
欄

同

を

る

専

第

の
項

北

北
改

海

海
正
平

道

道
す
成

北

人

海

人
る

事

事
訓
年

道

委

委
令
４

人

員

員
を
月

事

会

会
次
１

委

事

の
の
日

員

務

規のこ
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２
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－
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薬
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を
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を
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２
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事
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給
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訓
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定
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の
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を
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事
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号
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に
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務

局

事

務
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日
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道
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行
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事
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事
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道
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３
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２
日
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２
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２
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８
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又
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号
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委
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号
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号
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縮
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規

委
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る
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す

人
委

の

に

基

事
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務
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査
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号２第

北

様

海

４

式

人

お
こ
式

道

な

様

長
記
に
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号
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６
７
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２
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又
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２
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求
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項

請
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規
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の
定
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と
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６
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、
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を
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に
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又
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５
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２
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４
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６
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６
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療
道
基
イ
道
イ

つ

づ

１

職
人
準
」

く

基 く

を
り

給
平

昭
づ
第
」
繰

給

下
本

２

料
成

和

項

表

、
の

中

の
年

年
料

医
げ
庁

適
４

北
表

療
項
務

医

用
月

海
の

職
同
総

用

料
に
部

療

範
１

道
適
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を
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２
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２
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に
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６
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６
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７
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８
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範
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囲
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６
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９
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３
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６
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、
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児
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、

師

に

す

事

、

会
表

１

あ

め

。

員
料

第
３

員
適

か

職

第

委
の

号

る

囲

７
中

範

第
項

長
用

ら

員

に

号

杉

の

て

員

す

で
療

本
関

ま
医

適

。

の

と

表

こ

料

く

給

お

求
は
に

るす関に囲範用

、

名
人
て

氏
理
い

者
代
つ 載記の書求請査

名
審

氏

道海

り 渡

函
函

松

、

公

蛾

字

支

市
市

町

島

館
館

前

内

野
野

部

管

眉
眉

清

庁

蛾

基

児

正

に

び

改

則

及

部

規

う

童
北

平
に

石

海

成
改
平

狩

厚

道

正
成

支

田

人

庁

村

年
す

事

北
る
年

管

大

委

海
。
４

内

字

員

道

月

の

厚

会

則

号
料

規

１
給

堅
る

を
職

に

表
ず

治

２

２

２

基に則規

」

２

２

２

）
に項事

２

２

報

眉

部

蛾
蛾

清

中項の

町
町

人

１

項

田

野
野

小

眉

告

事

日

中

村

示

委

字

第

員

発

４

会

足

号

第示告

発

号 き

小

へ

足

２

２

２
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に
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に
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に
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に
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に
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に
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の

員

そ

委

び

事

定

定

の）

杉

定指

長

の

員

る

に
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に
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に
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に
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に
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萌
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双
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葉
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２
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２
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２
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茶
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原
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岡
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